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帰国後医療プログラム

概要

当クラブでは治療の過剰なコストを防止し、フィリピン国内の設備の

整った施設で質の良い治療を提供することを目的に、2013年2月に

帰国後医療プログラム（PRM）を導入しました。

このプログラムを最も効率的に使用するため、可能であれば疾病・

負傷の発生時、乗組員がフィリピンへ帰国する前に当クラブへご連

絡ください。これにより、乗組員は推奨された医療施設で初診を受

け、その後もその医療施設で継続的な治療を受けることが可能とな

ります。

乗組員が本国への送還を必要とする傷病について、その詳細を正確

に確認することで、専門医のもとで適切な治療を受けられるよう支

援することができます。また、このプログラムは船主が法律上または

契約上の責任を負わない既往症、偶発的な理由による傷病事件の賠

償請求を防止することも意図しています。

PRMの利用方法

各マンニング会社へ、治療が当クラブのPRMプログラムの元で行わ

れ、当クラブが治療の手配を行うことをお伝え頂きたくお願い申し上

げます。マンニング会社には診察の都度、当クラブまたはコレスポン

デンツから診療の記録が送付されるため、治療が継続中であれば引

き続き傷病手当金の支払いが必要であることが把握頂けます。

メンバーの皆様においては、医療費が迅速に支払われるようマンニ

ング会社と決済方法をご確認いただく必要がございます。

当クラブがメンバーの皆様の契約上の義務を早期に確認するため、

関連する契約条件を速やかに確認することが重要となります。メン

バーの皆様におかれましては、POEA に加え適用されるCBAの有

無を当クラブにご通知ください。
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質の高い効率的な医療を提供するため、2013年2月に導入したフィリピン
人向けサービスのご案内です

本プログラムを使用するメリットは以下の通りです。

傷病に応じた適切かつ優
れた医療がタイムリーに
提供される

必要な治療が可能な限り
早く、確実に完了する

無駄に膨らむ医療費負担
を回避できる

正当な理由のない治療を
回避できる

治療に関する紛争や仲裁
を回避する見通しが向上
する
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帰国後医療プログラム（PRMプログラム）

全体的な流れ

傷病のため下船した乗組員がフィリピンに送還されると本プログラ

ムの医療施設に紹介され、送還理由となった疾病や負傷に基づいた

診察が行われます。診断書は診断された病状に限定して発行され、

初診から24時間以内に当クラブおよびコレスポンデンツに送付され

ます。

傷病が職務関連であるか否かの判断にあたり更なる検査が必要な

場合は、遅延を避けるため当クラブがその要請のなされた当日に検

査を承認いたします。治療方針が決まり次第、クリニックはメンバー

の代理人となる当クラブに代わり治療の権限を有します。

メンバーの皆様が契約上その傷病に責任を負う場合、遅延なく治療

を開始するため当クラブがメンバーの皆様に代わり治療を承認しま

す。

治療が開始されると、乗組員は定期的に次回の診察予約を取りま

す。次回の診察予約は書面でクリニックから通知され、報告に不備が

あった場合にはPOEAに沿った治療のサポートおよび関連する給付

を受けられなくなることが船員へ注意喚起されます。

クリニックは診察後24時間以内に、当クラブおよびコレスポンデン

ツへ専門医の発行した診断書の写しを提供するよう努めます。

PRMプログラムでは、「Fit to work」という表現を避け、「fit for the 
condition referred as per the POEA contract (POEAの要求に適し

た状態である)」と表現されます。PRMプログラムの医師は治療を担

当する医師であり、その乗組員が海上に戻ることが出来る状態かに

ついては乗船前検診を行う医師が診断することであるためです。

乗組員の本国送還となった理由となる傷病の治療が完了次

第、POEAの要求に適した状態であるとされた証明書がすぐに発行

されます。偶発的な所見が確認された場合は別途報告が行われま

す。

療養期間が長引き送還後90日の時点で乗組員が就労可能とされな

い場合、クリニックはその乗組員の予後について報告を行います。こ

れは乗組員が就労可能となることが期待できるか、あるいは後遺障

害を被っているのかを判断するためです。

クリニックのリスト
クリニックに関する詳細を以下の通りご案内します。

Ship to Shore Medical Assist
3/F Maria Cornelia Bldg., 
222 Gil Puyat Avenue,  
Makati City, Philippines 1230

Medical Director Marilar De Guzman MD

Email: marilarmd@shiptoshore.com.ph

Tel: +632 9778360431

Medical Co-ordinator Ms JM Penamora /   
Ms Sarah Jane Lu (Post Medical Coordinator)

Email: pmcoordinator@shiptoshore.com.ph

Telephone: +632 9176344202, +632 9205382633,  
+632 9176328536 または +632 9198398010

Shiphealth Inc
1st Floor Patria Building 
Maria Orosa corner 
Engracia Reyes Street 
Ermita, Manila 1000

Medical Director Maria Gracia Gutay M.D., FPAO /  
House Physician Abigael T Agustin MD

Email: info@shiphealthinc.com 

Telephone: +63 (2) 328 3535 または +63 (2) 254 1154

帰国後医療プログラムに関する詳細は、Abbie Rudd（アビ

ー・ラッド）もしくは Lucy Dixon（ルーシー・ディクソン）ま

でお問い合わせください prm@nepia.com

15.5%
このプログラムにより、治療期間 

は15.5%削減されています。
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